
令和８年度（2026年度）水上村地域おこし協力隊（産業推進分野）募集要項 

 

熊本県水上村は、九州中央山地中央部の宮崎県との県境に接しており、熊本県の東南端に位置して

います。 

山林が 90％以上を占める山村で、熊本県下第２の高峰市房山と千年杉を背景に、日本三急流のひと

つ球磨川源流の水をたたえる市房ダム湖を有しています。「日本一のさくらの里づくり」を目指し、ダ

ム湖周辺は一万本の桜の名所であり、湯山温泉とともに観光スポットになっています。 

 一方、全国の多くの市町村と同様に、少子高齢化、過疎化が進み、地域を支える担い手不足が深

刻な問題となっており、地域コミュニティの維持が難しくなっています。 

 そこで、新たな担い手として都市部から意欲ある人を積極的に受け入れ、新たな視点や発想を基

に、「人と自然が輝く未来へ、安全に安心して暮らし、活力と魅力ある村づくり」を推進していくた

めに、水上村の地域活性化に一緒に取り組んでいただける「水上村地域おこし協力隊」を募集いた

します。 

募 集 要 項 

雇用関係 水上村 会計年度任用職員 

業務概要 ア 農林業・商工業の振興に関する活動（主要業務） 

 ・産業推進機構・農林商工連携の支援 

・地域ブランドや特産品等の開発・宣伝・販売活動、組織づくりの支援 

・特産品の取引について、種類の選定や集出荷に係る一連業務の支援 

イ (株)みずかみ支援業務 

 ・第三セクター㈱みずかみの各施設への支援業務 

① 物産館「水の上の市場」 

農生産物の集出荷、物販支援、イベント・商談への参加、 

新商品・メニュー開発、ＨＰでの情報発信、 

インターネット販売サイトの更新、ふるさと納税関係業務支援、 

ポップ作成、営業支援 他 

② 本部 

   事務支援、観光イベント支援 他 

ウ その他、地域産業振興に必要な活動及び現場作業 

募集対象 (１)年齢、性別は問いません。 

(２)応募時点で、三大都市圏を始めとする都市地域等のうち、地域過疎地域自促 

進特別措置法（平成 12年法律第 15号）、山村振興法（昭和 40年法律第 64 

号）、離島振興法（昭和 28年法律第 72号）又は半島振興法（昭和 60年法律 

第 63号）に指定された地域以外に居住し、採用後、水上村に住民票を異動し

て、居住できる方。（詳しい居住要件はお問合せください。） 

(４)地方公務員法第 16条に規定する欠格事項に該当しない方。 

(５)心身共に健康で、地域の活性化に意欲があり、地域住民の一員として協働す 

  る意思があり、積極的に活動できる方。 

(６)普通自動車運転免許証（ＡＴ限定可）を有し、実際に運転できる方。 

(７)パソコン（ワード、エクセル、インターネットなど）の一般的な操作ができ 

る方。（ホームページの作成やＳＮＳの操作ができる方は歓迎します。） 

(８)任期終了後、起業・就業し、定住する意思がある方。 

(９)食品製造加工に関する資格を有する方、またはそれらの資格取得に意欲のあ

る方。 

(１０)その他、水上村の発展に寄与すると認められる方。 

募集人員  

１名 



 

お問い合わせ先 

  水上村役場 地方創生推進課  岩﨑 

  〒868-0701 熊本県球磨郡水上村大字岩野９０番地 

  TEL：0966-44-0312（直通） FAX：0966-44-0662 

 E-mail：a-iwasaki@vill.mizukami.lg.jp 

 

勤務地 

 

 

水上村役場および関連出先機関 

勤務時間 

 

 

  

月１７日勤務を原則とします。 

（始業・就業時刻は 8時 30分から 17時 15分） 

６か月超から有給休暇年間７日を付与します。 

基本的に所定労働時間内での勤務となりますが、状況に応じて所定時間外の勤 

務をいただく場合があります。 

雇用形態・ 

期間 

 

 

(１)雇用形態 会計年度任用職員 

(２)年度毎に任命し、最長 3年間が限度。（任命日から 3年間） 

報酬等 

 

 

 

 

 

 

(１)報酬月額  ２０９，１８０円から 

   ※これまでの職歴等により決定します。 

※別途、賞与があります。 

※所定労働時間を超える場合、時間外勤務報酬を支給します。 

(２)社会保険  厚生年金、雇用保険等に加入します。 

(３)居住    村営住宅等を紹介します。 

         ※住居費について活動助成金を支給（上限 30,000円） 

ただし、生活備品や光熱水費等は個人負担とします。 

(４)その他 

・その他活動に必要な経費は、予算の範囲内で村が負担します。 

・着任準備に要する経費（引越し費用等）は、各自の負担となります。 

・生活等の移動手段として自動車は必須です。可能でしたら自家用車の持ち 

込みをお勧めします。 

申込受付期間 

 

 

令和 8年（2026年）3月 9日（月）から  ※定員に達するまで募集 

審査方法 

 

 

 

(１)第 1次選考 

  書類選考の上、結果を応募者全員に郵送及びメールで通知します。 

 

(２)第 2次選考 

  水上村役場において第 2次選考試験（面接試験）を行います。なお、第 2選 

  考試験のために必要な交通費は個人負担となります。 

選考結果は、郵送及びメールで通知します。 

参考ＵＲＬ  

http://www.vill.mizukami.lg.jp/ 

備考  

決定次第終了とさせていただきます。 


